
　　消費税率（国・地方）が、平成２６年４月１日に５％から８％へ引き上げられたことに伴い、消費税収

（現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確にし、社会保障財源化することとされてお

り、地方公共団体においても、地方消費税収の引き上げ分をすべて社会保障施策に要する経費に充

てるものとされています。

　　以上の趣旨を踏まえ、平成３０年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社

会保障財源化分）の社会保障施策経費への充当状況について、下記のとおり報告します。

記

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税
（社会保障財源
化分の市町村

169,198 123,698 6,408 39,092

心身障害者特別対策費 169,198 123,698 6,408 39,092

73,610 463 9,235 2,788 61,124

社会福祉総務費 3,512 133 3,379

予防費 90 3 87

老人福祉総務費 41,811 463 9,174 1,584 30,590

地域会館等管理費 6,848 61 259 6,528

社会教育総務費 50 2 48

その他 21,299 807 20,492

208,178 76,150 13,443 7,885 110,700

一般管理費 5,935 225 5,710

社会福祉総務費 7,170 272 6,898

心身障害者特別対策費 4,545 172 4,373

児童福祉総務費 6,049 229 5,820

児童措置費 183,926 76,150 13,443 6,966 87,367

公債費 553 21 532

16,721 2,118 633 13,970

社会福祉総務費 16,671 2,118 631 13,922

労働諸費 50 2 48

467,707 202,429 22,678 17,714 224,886

児童福祉事業

社会福祉事業

小　　計

高齢者福祉事業

平成３０年度長万部町一般会計予算における地方消費税市町村交付金（社
会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す
る経費について

４０,０００千円

１,０５６,１２２千円

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

社会福祉

障害者福祉事業



【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

引上げ分の
地方消費税
（社会保障財源
化分の市町村

（単位：千円）

事業名 経費

財　　源　　内　　訳

特定財源 一般財源

国道支出金 地方債 その他 その他

86,192 35,781 3,264 47,147

社会福祉総務費 86,192 35,781 3,264 47,147

137,383 23,841 5,203 108,339

後期高齢者医療費 137,383 23,841 5,203 108,339

144,861 1,558 5,486 137,817

老人福祉費 144,861 1,558 5,486 137,817

368,436 61,180 13,953 293,303

40,312 12,287 8,508 1,527 17,990

心身障害者特別対策費 25,627 7,773 7,000 971 9,883

ひとり親家庭福祉費 5,415 666 800 205 3,744

児童福祉総務費 9,270 3,848 708 351 4,363

152,485 5,775 146,710

保健衛生総務費 2,485 94 2,391

病院事業費 150,000 5,681 144,319

27,182 428 1,099 1,031 24,624

一般管理費 39 2 37

老人福祉センター施設費 39 2 37

保健衛生総務費 20 1 19

予防費 26,693 428 1,099 1,011 24,155

公園費 39 2 37

常備消防費 115 4 111

学校管理費 116 4 112

社会教育総務費 121 5 116

219,979 12,715 9,607 8,333 189,324

1,056,122 276,324 32,285 40,000 707,513

医療確保事業

疾病予防対策事業

小　　計

合　　計

医療給付事業

社会保険

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

介護保険事業

小　　計

保健衛生


